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審議会等の会議結果報告 

１．会議名 平成２８年度 第３回津市社会教育委員の会議 

２．開催日時 
平成２９年２月２４日（金） 

１０時～正午 

３．開催場所 津図書館 ２階 視聴覚室 

４．出席した者の氏名 

（社会教育委員） 

（委員）赤塚委員 伊藤委員 内田委員 大原委員 河合委員   

桑原委員 寳來委員 辻本委員 平野委員 古市委員   

前田委員 眞柄委員 水谷委員              

（事務局） 

倉田教育次長 古谷学校教育課教職員担当副参事 中川教

育研究支援課長 外岡人権教育課長 米山生涯学習課長 

冨増図書館長 松永公民館事業担当副参事 西村青少年担

当副参事 木下担当主幹 山口担当副主幹 

５．内容 

１あいさつ 

２報告事項 

 （１）第４７回東海北陸社会教育研究大会福井大会の結果について 

 （２）公民館に係る整備指針について 

 （３）放課後児童クラブに係る整備指針について 

３協議事項 

 （１）津市生涯学習振興計画進捗管理チェックリストの平成２８年

度中間報告について 

４その他 

 （１）今後の津市生涯学習振興計画について 

 （２）その他 

 

６．公開又は非公開 公開 

７．傍聴者の数 なし 

８．担当 

教育委員会事務局生涯学習課 生涯学習振興担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２４８ 

Ｅ-mail  ２２９－３２４８@city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容   下記のとおり 

 

事務局 本日は、津市社会教育委員の会議の開催をお願いさせていただきましたところ、

御多忙中にもかかわらず、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本来でしたら、石川教育長より御挨拶を申し上げるところですが、体調不良により、

本日は欠席でございます。 

それでは、会議の開催に先立ちまして、倉田教育次長より御挨拶申し上げます。 

 

 

倉田教育次長 

 

みなさん、こんにちは、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

教育長に代わり御挨拶をさせていただきます。今週の月曜日から、新しい教育委員

会庁舎が新玉亭というウナギ屋さんの前なんですけども、元は市の公用車駐車場で

して、そこに４階建ての建物で２階から４階までが、これまで本庁舎の７階と６階

にありました各課が、新庁舎へ移転をしております。生涯学習課は２階にあります。

２階には学校教育課がございまして、３階には教育研究支援課と人権教育課がござ

います。４階には教育総務課と教育長室がございます。２９年度には津市において

大きなことをやっていく必要がございます。４月１日には、三重県で初めての義務

教育学校として、美里に「みさとの丘学園」を開校します。義務教育学校というの

は、これまでの小学校と中学校とは別のもので、小学校と中学校を併せ持った新し

い学校です。みさとの丘学園というのは、美里地域にありました３つの小学校と美
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里中学校を全て併せて、今の美里中学校を改修して、そこにみさとの丘学園という

県内初の義務教育学校として４月から開校します。校長は１人です。教頭は小学校、

前期課程、中学校後期課程の１人づつで、事務員や養護教諭も１人づつです。４月

の開校に向けて、準備を進めています。開校されれば、いろんなマスコミに取り上

げていただいて、報道されることだろうと思います。地元の美里の方とも色々お話

しをさせていただいておりますが、地域の活性に役立てていきたいという声を聞い

ています。みさとの丘学園は小中一貫教育の１つとして始めているわけでございま

すが、引き続き小中一貫教育を進めてまいりたいと考えております。本日は、報告

事項の中に、公民館の整備指針や放課後児童クラブに係る整備指針がありますけ

ど、これは、１月２５日に津市全体の公共施設にかかる総合管理計画が策定されま

して、その中の一部でございます。津市は同様の人口規模の自治体の中では、全国

でもトップクラスの多くの公共施設を持っています。これを５０年、１００年後に

今のままのように維持できるかというと、非常に難しいです。今ある施設は使い切

る、周りの施設を複合的にして一つの施設として使う。また、使わなくなった施設

があれば転用して使うということで、財政支出を抑えながら、将来の人口規模に見

合った物にし、公民館も放課後児童クラブも整備していくということで、後程、ご

報告いたします。協議事項としましては、生涯学習振興計画の中間報告としてお世

話かけます。 

 今後も生涯学習の振興につきまして、御指導、御助言を賜りますようお願いしま

して、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

事務局 

 

 

 

 

それでは、ただ今から、事項書に従いまして、進めてまいりたいと思います。 

本日の出席者は１３名です。委員の過半数の方に出席していただきましたので津市

社会教育委員会運営規則第４条第２項の規定により会議が成立しておりますこと

をご報告申し上げます。 

それでは、運営規則第３条第３項により、委員長が会議の議長となると規定され

ていますので、ここからは辻本委員長よろしくお願いいたします。 

 

辻本委員長 皆さん、おはようございます。今日は、昨日と比べると随分寒くなりましたが、

朝早くから御出席いただきましてありがとうございます。議事の進行につきまして

は、皆様方の御協力を得なければならないと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。本会議は、津市情報公開条例第２３条の規定に基づき公開とし、議事録は津市

ホームページでも公開とさせていただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、事項書に従って進めてまいります。まず、報告事項「（１）第４７回

東海北陸社会教育研究大会福井大会の報告について」でございます。昨年１０月１

３日と１４日の２日間、福井県敦賀市において開催されました。津市からは３名が

出席をさせていただきました。まず、事務局から木下主幹、伊藤委員、それから、

私の３名が参加させていただきました。今回、３名から報告をさせていただきます。 

今日の事項をみますと、非常に盛り沢山となっております。従いまして、報告事項

（１）（２）（３）につきましては、１時間以内に終えなければならいと思いますの

で、報告については長くなりましても１２分以内に終えるということで、皆様に御

協力をお願いします。それでは、準備もできておりますので、事務局の木下さんか

ら報告をお願いします。研修は２日間ありましたが、１日目の報告を我々を代表し

て木下主幹から報告をお願いします。２日目の分科会についての報告は出席した３

名から報告をさせていただきます。 

 

事務局（木下） 【木下主幹報告】 

 

辻本委員長 ありがとうございました。御質問は最後にお願いします。続けて伊藤委員お願い

します。 
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伊藤委員 【伊藤委員報告】 

辻本委員長 【辻本委員長報告】 

 

辻本委員長 ありがとうございました。これまでの３名の方への御質問をお願いします。 

辻本委員長 何か御質問はございませんか。無いようですので、次に進めたいと思います。 

それでは、資料４の説明をよろしくお願いします。 

 

松永公民館事

業担当副参事 

【公民館に係る整備指針説明】 

 

 

辻本委員長 ありがとうございました。御質問は次の報告の後にお願いします。 

 

西村青少年担

当副参事 

 

【放課後児童クラブに係る整備指針説明】 

辻本委員長 どうもありがとうございました。只今、公民館、放課後児童クラブの報告をいた

だきましたが、皆様の御意見、御質問があればよろしくお願いします。 

 

古市委員 放課後児童クラブの未設置校区の設置についてでございますが、必要があります

とありますが、これは設置していくと考えていいんですか。きっと児童数が少ない

所だと思いますが。 

西村青少年担

当副参事 

 

ご指摘いただきました、９小学校区は放課後児童クラブがございません。そこに

全て設置していくということはございません。地域の方々、保護者の方々の声を聞

かせていただいて必要性があるいうところには、現在聞き取りをしている状況でし

て、そのニーズに応じて整備をしてまいりたいと思います。 

 

古市委員 ニーズはあると思いますが、その場合の基準というのはあるんですか。例えば、

児童数とか。 

 

西村青少年担

当副参事 

 

基準というのはございません。１人でもやろうと思えばできます。津市は公設民

営でございますので、保護者による運営体制が整わないというのが難しいところで

ございます。そういったところをどうするのかというところを地域の方々や保護者

へ説明をしまして、ちょっとこれは難しいなあというところは、別の方法で放課後

の安心・安全な居場所づくりをしていきたいと考えております。 

 

辻本委員長 ありがとうございました。公設民営ということは、運営は保護者が中心となって

行うということなので、保護者の方の考え方によって設置はできるということです

ね。よろしいでしょうか。 

他に何かありますか。 

 

河合委員 

 

先ほど、放課後児童クラブの制度についての説明をしていただきましたが、私は、

放課後児童クラブの指導員の研修を長い間やってきました。もちろん、場所作りと

いうのは必要であると思いますが、その後に起こる色々なトラブルを聞いているん

ですね。まず、場所作りに取り組んでいただくんですけど、それで終わりではなく、

そこに入る指導員さんの資質向上と書いていただいてあるんですけど、その部分が

とても少ない気がしたので、そこの部分を続けて整備していただけたらと思ってい

ます。それから、民営になっていきますと、行き届かないことがあると思いますが、

そこら辺の研修とか資質向上の基準があれば教えていただきたいと思います。 
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西村青少年担

当副参事 

 

指導員ですけど、現在、放課後児童支援員というかたちで呼ばせていただいてお

ります。支援員の資質向上については、近頃はいろんな子どもさんが入ってみえま

す。特別な支援を要する子どもさんがクラブに入ってきた場合は、どういう対応を

するのかとか、食物アレルギーを有する持つ子どもさんに対して、どういうことを

注意をすべきかといった様々な課題があります。行政研修を行っており、今年度の

場合は８回実施しております。それぞれのクラブが抱える課題に特化した研修を実

施して支援員の資質向上を図ってまいります。公設民営、民設民営に限らず、全て

の支援員に対して研修をしていく予定です。また、３月には、放課後児童クラブ研

究大会としまして、今回は特別支援教育、特別な支援を要する子どもさんへどのよ

うに保育していくかのというところに特化し研修をしていく予定です。 

 

辻本委員長 

 

 

 

ありがとうございました。時間が押しておりまして、質問は、チェックリストに

も関わるところで話が聞けると思いますので、その中で改めて質問をしていただけ

ればと思います。事項書に戻りまして、チェックリストの説明をお願いします。 

事務局 失礼します。それでは、津市生涯学習振興計画進捗管理チェックリストの平成２

８年度中間報告について、御説明します。事前にお送りいたしました「資料６ 津

市生涯学習振興計画進捗管理チェックリスト 平成２８年度中間報告」をお願いし

ます。この中間報告は、津市生涯学習振興計画（平成２５年度～平成２９年度）を

具体的に推進していくための進捗管理を目的として、毎年度改訂していくもので

す。今回、昨年１２月末現在の状況を中間報告という形で、灰色の網掛け表示にし

てございます。本日、その部分を御協議いただき、さらに次回の会議を経て、津市

のホームページでも公開していく予定です。今回、この資料は事前にお送りさせて

いただいておりますことから、本来でしたら、ご説明申し上げるべきところですが、

会議時間短縮のため、説明は割愛させていただきます。また、灰色の網掛け部分以

外は、すでに確定している項目で変更することができませんので、御了承ください。 

それでは、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

辻本委員長 ありがとうございます。今、事務局の方から報告があったとおりでございますが、

この会議を開催する前に協議会というのを１月に開催しておりまして、そのときに

も皆さんからいろんな御意見をいただいております。そういうことから、ある程度

読み込んでいただいていると思います。分量も多いため、３ページの一番上の「１

学習環境の充実」から８ページの「カ 三重県との連携」にかけて、御意見、御質

問があればお願いします。特に網掛けになっているところを注目していただければ

と思います。協議会の中で質問が出た内容を掻い摘んで説明しますと、４ページの

世代間交流の進捗状況の中で、公民館と学校との連携というのがありますが、どこ

がやっているのかが分かりづらかったという意見がでていました。ここには、南が

丘小学校が当てはまるということでございます。 

よろしいでしょうか。よろしければ次に進めていきます。 

続きまして、９ページの「読書活動の推進」から１５ページの「地域の人材育成」

の手前までで、御意見、御質問ありましたらどうぞ。 

 

水谷委員 今年度に、本に出合えるまちで賞を作っていただきまして、前年度には皆さんに

分かってもらえなくて、誰も応募がなくて、この計画から消してほしいような結果

でしたが、今回は、投票のときに館長さんもお休みも返上して、受付をしていただ

いておりました。ちょっとでも一般の方が参加していただけるようなコンクールに

していただいたらいいなと思いました。 

 

辻本委員長 ありがとうございました。いろんな方法で周知ができると思いますし、良いこと

なので、このまま続けてもらえばと思います。他にありますか。 
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水谷委員 すいません。ここではないのですが、菰野町が絵本コンクールをしております。

菰野町は故郷のお話しを民話ですけども現代風にアレンジしてもらってやってま

す。菰野町の人だけに限らず、三重県の人だけにも限らずそうやっていました。私

たちも津市だけではなく、もう少し枠を広げていただいたらもっとレベルが上がる

んじゃないかと思います。 

 

冨増図書館長 先ほど、委員からご説明があったのは、１０ページの手づくり絵本事業でして、

子ども読書活動の推進の一環として行われています。手づくり絵本コンクールの前

段と言いますか、手づくり絵本教室ですが、実際に親子で絵本をつくる、それによ

って自ら文章や絵を描いて、それに伴って本に興味をもってもらうということで、

７回やってます。手づくり絵本コンクールは、先ほど委員が言われたように、本に

出合えるまちで賞に来た方の投票によって選んでみました。募集範囲を広げるとい

うことなんですが、絵本教室の発表の場がないということで、絵本コンクールを設

けています。市民の投票によって作品を決めたのも受賞する方が、固定化している

こともありましたので審査方法も変えてみました。まずは、絵本教室の参加を増や

して発表の場も広がるんではないかと思います。今後、考えさせていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

辻本委員長 ありがとうございました。それでは次に進みたいと思います。１５ページの「２ 

地域の人材育成」から１８ページまでで、御意見、御質問ありましたらどうぞ。 

 

河合委員 家庭教育の支援でございます。２７年度の取組と成果・課題とありますが、成果

と言いますか、人数はありますが、課題は何だったのか教えてください。 

 

松永公民館事

業担当副参事 

２７年度の課題ということでご質問をいただきましたけども、ここに書かさせて

いただいているのは、家庭教育支援コーディネーター養成講座のことでして、平成

１６年度からやっている講座でして、当時は生涯学習振興担当の方で行っていた講

座なんですけど、２７年度から中央公民館のほうでやらさせていただいている講座

です。この講座の目的なんですけど、家庭教育を支援するコーディネーターを養成

する目的でして、長きに渡ってコーディネーターを養成しているんですが、養成し

た方々が、いかに現場で活躍していただけるのかというのがなかなか難しい。登録

はしていただけるんですが、現場が少なかったりということがありまして、そうい

うことが課題であると考えております。 

 

河合委員 課題があって活用ができなかったので、講座は終了しましたということですか。 

 

松永公民館事

業担当副参事 

２８年度には事業の内容を変更させていただきました。２７年度に中央公民館で

開催したときに、参加者からいろんな御意見をいただきました。公民館としては、

コーディネーターを養成する講座のつもりでしたが、参加されている方は、コーデ

ィネーターが目的ではなくて、自分が学びたい、自分の子育てについて学びたい、

幼稚園や保育園の先生が自分の教えるスキルを上げたいという目的で来られる方

が沢山いらっしゃいました。家庭教育を市として支援させていただく中で、この講

座は参加されている方のニーズを優先して、２８年度からは、家庭教育支援セミナ

ーということでタイトルも中身を変えさせていただいているところでございます。 

 

河合委員 

 

 

今回の発表を聞かせていただいても、コーディネーターが今後、非常に大切な役

割をするということですので、ここで終了ではなくて、ひょっとしたら公民館活動

では無理かもしれないんですけど、そういう形で取り込んでいただければいいんで

はないかと、これまで活用の仕方がうまくいってなかったというのは事実なんです

ね。修了した人たちも何かしたいんですけど、市からも自由に活動してください 

というので終わっていたので、そこのところを上手に繋げていただくと、人材育成
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を市に還元できるというか、別の部署でもよいので考えていただければと思いま

す。 

 

松永公民館事

業担当副参事 

 

今年度、家庭教育支援セミナーとしましてさせていただいたんですけど、中には

ボランティア活動をしたいという方もいらっしゃいました。今年度、２名ですけど

ボランティア教育をさせていただくということになりました。今後とも学ぶなかで

そういう意欲をお持ちに方には、現場へのお声かけをしていく取り組みをさせてい

ただきます。 

 

辻本委員長 ありがとうごいました。今のお話しですと、講座の中でいろんな学びをして、そ

こを育っていただいた方が支援コーディネーターとして登録して活用していただ

くということが計画の中にあります。その辺のことを家庭教育の支援としてわかる

ようにやっていただければと思います。 

ここのところでございませんでしょうか。それでは次に進みたいと思います。 

最後でございますけど、１９ページの「３ 学習施設の整備・充実」から最後のペ

ージにかけて御意見・御質問がありましたらお願いします。 

 

水谷委員 親しまれる図書館のサービスの強化ですけども、発表していただいた富山の駅の

図書館がありましたが、久居も駅に図書館がありましたよね。それが今は、本があ

りません、映像とかはありますが。私は１階の保健センターで１歳半の検診のとき

にさせていただくのですが、以前はそのまま３階へ上がって絵本を借りていく人も

いましたが、今は一切置いてないので、ふるさと文学館を案内しているんです。久

居の保健センターへ来られる方は、久居だけではなく周辺の方もみえるので、今は

どこで、本を借りて、どこで本を返してもいいことになっています。できたら久居

の駅に児童書だけでも置いていただければと思います。 

 

冨増図書館長 

 

ご存知のとおり、久居庁舎を移転することに伴い、スペースの関係で置けなくな

りました。やむを得ず、ＡＶ機器しか置いてありません。ただ、開館時間が夜９時

まで平日はやっております。予約した本を通学前に受け取ってもらう、他の図書館

で借りた本をあそこで返すことができるサービスはやっております。３分の１の広

さになりましたので、児童図書というと大型の絵本になるとかなりスペースをとる

ので、どういう本を置けるか、貸し出しも含めて今後、検討していきたいと思いま

す。 

 

辻本委員長 ありがとうございます。他にございますか。少し私からよろしいでしょうか。１

月にやった協議会の中で、どなたかお名前は記憶していないのですが、２１ページ

の魅力ある展示の充実で、三重テラスで士清だとか、寺内町、多気の北畠に関する

展示を行ったとありますが、東京在住の津市出身の子弟が、夏休みの宿題に津まで

やってきて、士清の資料館を訪ねて色々と勉強をされて、夏休みのテーマとして士

清に関する報告をしたらしい。そしたら、東京のどこの学校か分からないが、担任

が士清の読み方も知らないし、士清のことも知らないということで、子どもさんは

非常にがっかりしたそうだと、本居宣長は知っているという意見がございました。

津の中では知られているけども、全国区ではないので、立派な方の検証をしていた

だけないかという意見がございました。そこらへんのことを教育委員会としても頭

に入れていただいたらと思います。 

 

古市委員 １３ページに人権教育課と合同で研修を行いましたとありますが、その中身を教

えていただいきたいと思います。なぜなら、１２月部落差別解消に関する法律が施

行されましたが、ということは部落差別があるから制定されたと思うんです。それ

を踏まえてですが、この中に部落にかかわる研修をいれていただきたいと思いま

す。 
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外岡人権教育

課長 

 

今御質問いただきました１３ページの中で、これは公民館の館長や職員や教育集

会所の職員等に対しての研修を行いました。その中身については、今年度三重県人

権教育研究大会の地元報告の中で、松阪市が人権劇を行いました。その中身が、胸

を張って故郷を名乗らせたい、被差別地域で育った若者が人権サークルに入って、

それまで自分の立場を知らなかったのだけど、家のドアの前に身元調査反対といっ

たシールを貼りたいといったときに、それまで子どもに立場を伝えていなかったご

両親が、非常に悩むその葛藤と、単に差別がアカンというだけではなく、そこには

いろんな思いがあって、でもそのことに対して向かってかなアカンのやという人権

劇を見ていただいた後、各グループ討議という形になりました。今年については、

部落問題を中心に扱った研修になっております。 

 

古市委員 障がい者差別禁止とか予定ですと書いてありますが。 

 

外岡人権教育

課長 

４月に障がい者差別禁止法が施行になりました、そのことも含めていろんな研修

会の中でもＰＴＡ研修とか行政研修とかの中でもこれを扱った割合が一番多かっ

たです。今回、公民館講座の中では、申し訳ないですけど、三同教大会の内容の方

がよかったので、講座内容を変更させていただいております。 

 

辻本委員長 ありがとうございました。無いようなので、この件はここで終わらせていただい

ます。次に、その他の今後の津市生涯学習振興計画について、事務局から説明をお

願いします。 

 

米山生涯学習

課長 

本日、御審議いただきました、生涯学習振興計画は、平成２９年度までの計画で

ございます。本市の最上位計画である津市総合計画は、現在、３０年度から施行に

向けて策定作業が進んでおり、本市の諸計画策定の方向性は、個別の計画は上位計

画に包括していく流れでございます。これらを踏まえまして、次期教育振興ビジョ

ンは３０年度に施行予定をしており、その中に生涯学習振興計画の内容が包括され

るイメージでございます。来年度に策定作業を進める中で、社会教育委員の皆さま

の御意見を伺いたいと考えております。今後、スケジュールなどが決まってきまし

たら、委員の皆様にご報告いたしたいと考えております。 

 

辻本委員長 ありがとうございました。今、我々が見ておりますリストは平成２９年度までの

ものでして、平成３０年度からは新しい企画で進めていくということでございま

す。そして、３０年度の中身については、決定はしていなくて、その中身について、

委員の皆様に御意見を賜りたいということです。そのときには皆様の御協力をお願

いしたいと思います。 

次回の会議の日程を事務局からお願いします。 

 

事務局 先般、２９年度の第１回の会議の日程調整をさせていただいた結果、５月１７日

の１３時３０分から、場所は中央公民館の研修室となりました。センターパレスの

２階に中央公民館がございます。そちらで開催を予定しております。また、改めて

通知をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

辻本委員長 ありがとうございます。それで、この前に協議会を開催したいと思います。４月

の後半に皆さんの御都合をお聞きしたいと思いますので、御出席をお願いしたいと

思います。今日は１２時までに終わりましたが、発表などの時間がうまく取れなか

ったことをお詫びしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

米山生涯学習

課長 

本日はお忙しいところ長時間にわたるご審議ありがとうございました。これをも

ちました会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 


